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① 実地指導での指摘事項はどのようなものがあるか？ 
 

平成２９年度に行った実地指導での指摘のあった事項は、以下のとおりです。 

 

○重要事項説明書・運営規程に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘事項 指導内容

【

重
要
事
項
説
明
書
】

重要事項説明書の内容に以下のとおり不十分
な箇所がある。

①管理者が、併設する指定認知症対応型共同
生活介護事業所の管理者を兼務していること
の説明がない。

②計画作成担当者が、併設する指定認知症対
応型共同生活介護事業所の計画作成担当者を
兼務していることにより常勤が勤務すべき時
間数に達しないが、「常勤」と記載してい
る。

③利用料金の説明において、算定することが
できない加算及び同一建物に居住する者に対
する料金が記載されている。

④重要事項説明書に同意年月日の記入欄がな
い。

利用者に対する説明責任として、誤りや不十
分な箇所を訂正すること。

①管理者が併設する事業所の職務を兼務して
いることを追記すること。

②従業者の勤務体制について、実際の勤務体
制と整合を図ること。

③算定することができない加算及び料金につ
いては、削除すること。

④利用者が同意し署名した日が確認できるよ
う様式を調製すること。

【

運
営
規
程
】

運営規程の内容に不十分な箇所がある。 利用者に対する説明責任として、利用者に誤
解を与える箇所を訂正すること。また、運営
規程の変更から１０日以内に変更届を提出す
ること。

・通常の事業の実施地域について、重要事項
説明書と整合を図ること。
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○勤務体制に関すること 

 
 

 

 

 

 

 

指摘事項 指導内容

勤務表の内容に以下のとおり不十分な箇所が
ある。

①管理者及び計画作成担当者が介護職員を兼
務していることがわからない。

②兼務関係を記号で記載しているが、それら
の記号が意味する勤務形態の記載がない。

③管理者の勤務形態を「兼務」と記載してい
るが、併設する指定認知症対応型共同生活介
護事業所の管理者を兼務していることがわか
らない。

④同一法人が運営する併設の有料老人ホーム
の職務にも従事している介護従業者を常勤と
して記載している。

勤務状況の明確化及び人員管理の適正化の観
点から、必要な内容を追記及び訂正するこ
と。

①勤務表においては従業者の日々の勤務時
間、常勤・非常勤の別の他、各職種の配置、
兼務関係等を記載すること。

②兼務関係の記号が意味する勤務形態を記載
すること。

③管理者が併設する指定認知症対応型共同生
活介護事業所の職務に従事していることがわ
かるよう、当該兼務関係を記載すること。

④別の事業の職務に従事している時間は、貴
事業所での勤務時間から除き、常勤の職員が
勤務すべき時間数に達しない場合は、非常勤
職員として記載すること。

⑤計画作成担当者が、併設する指定認知症対
応型共同生活介護事業所の計画作成担当者を
兼務しているが、貴事業所の勤務表において
「常勤」と記載している。なお、勤務時間に
ついては、当該併設事業所における勤務時間
を除外した時間帯を記載しているとのことで
あった。

⑥勤務予定表において、夜勤勤務に当たる者
は記載しているが、宿直勤務に当たる者の記
載がない。なお、聴取によると、「夜勤明
け」職員が宿直勤務を行うとのことであり、
法人内資料により勤務実績にて当該宿直者氏
名が記載されていることは確認できた。

⑦日中の勤務の一部の勤務時間帯及び宿直勤
務帯の記載が実態と異なっている。

⑤計画作成担当者が貴事業所に勤務している
時間以外の時間帯に、併設する指定認知症対
応型共同生活介護事業所の職務に従事するこ
とは可能だが、別の事業の職務に従事してい
る時間を貴事業所の勤務時間から除いた上
で、常勤の職員が勤務すべき時間数に達しな
い場合は、非常勤職員として取り扱うこと。
☞【参照】平成２９年度下関市介護保険サービス事
業者集団指導資料≪個別編≫８（認知症対応型共
同生活介護）２ページ

⑥宿直勤務に当たる者が誰であるか分かるよ
う勤務表に記載すること。

⑦各勤務時間帯を実態に合わせて正しく記載
すること。

【

勤
務
体
制
】
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○運営基準に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘事項 指導内容

【

具
体
的
取
扱
方
針
】

居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介
護計画（以下、「計画」という。）におい
て、週３日、１日２回訪問し、服薬介助を行
うことの位置付けをしているが、従業者が訪
問の予定を忘れたため、当該計画どおりに
サービス提供ができなかった事例があった。
なお、当該事例については、計画に位置付け
られている訪問がなされなかった結果、誤薬
（与薬漏れ）の事故が発生した事例でもあっ
た。

指定小規模多機能型居宅介護サービスは、小
規模多機能型居宅介護計画に基づき提供する
こと。
なお、今後は訪問サービスの忘れがないよ
う、管理者の職責において、業務の実施状況
の把握等を確実に行うとともに、従業者同士
のチェック体制を構築すること。

①市に報告が必要な事故が発生していたにも
関わらず、報告がされていない事例が多数
あった。

②上記①のうち、特に、訪問サービスを忘れ
たことが起因となった誤薬（与薬漏れ）が同
一の利用者に対して複数件あり、当該事故を
受けて訪問先を管理するよう対策を講じたも
のの、同様の事故が再発生していた。

③貴事業所で記録している事故報告書のう
ち、結果の経過を記録する欄や報告の完了日
等の必要事項の記入が漏れている事例が散見
され、事故に際して採った処置等の記録とし
ては不十分であった。また、貴事業所で押印
するよう定めている確認欄について、管理者
の押印漏れが散見された。

【

事
故
発
生
時
の
対
応
・
管
理
者
の
責
務
】

①について、報告対象事例については、事故
報告書を速やかに提出すること。なお、今後
は事故発生後速やかに報告を行うよう、再発
防止に努めること。

②及び③について、事業者は、利用者に対す
る指定小規模多機能型居宅介護の提供により
事故が発生した場合は、当該事故の状況及び
事故に際して採った処置について記録し、ま
た、その原因を解明し、再発生を防ぐための
対策を講じなければならない。
貴事業所の事故対応に係る上記の記録は不十
分であり、特に訪問サービスの忘れによる事
故の再発生に関しては、信頼を失墜する行為
となるばかりか、当時講じた対策は十分で
あったとは言い難い。よって今後は、上記の
とおり適切に記録し、同様の事故の再発防止
のために有効な対策を再検討すること。

また、管理者は、事業所の業務の実施状況の
把握等を一元的に行うこと及び従業者に運営
に関する基準を遵守させるための必要な指揮
命令を行うことを責務としている。
したがって、①～③について、今後は、予め
計画に位置付けられたサービスは確実に提供
するとともに、利用者の処遇に影響が出ない
よう、管理者が日々の業務の実施状況に係る
点検を確実に行う体制を整えること。
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○居宅サービス計画・小規模多機能型居宅介護計画に関すること 

 

 

 

 

指摘事項 指導内容

【アセスメント】
①課題分析（以下、「アセスメント」とい
う。）の結果の記録において、課題分析標準
項目のうち、基本情報に関する項目が確認で
きない。なお、貴事業所においては、初回に
登録する際に作成する「フェースシート」に
て、アセスメントに関する項目を補足する手
法としているが、アセスメントを実施する都
度当該シートを更新しているものではない。

②アセスメントシートの、課題分析（アセス
メント）に関する項目について、少なくとも
「ＩＡＤＬ」、「じょく瘡・皮膚の問題」の
項目が確認できない。

③課題分析（アセスメント）に関する項目の
内容について未記載のものがある。

①・②アセスメントに当たっては、基本情報
に関する項目及び課題分析（アセスメント）
に関する項目を含む課題分析標準項目の２３
項目全て確認して、要介護者等の有する課題
を客観的に抽出できるよう様式を調製し、記
録すること。
☞【参照】平成２９年度下関市介護保険サービス事
業者集団指導資料≪個別編≫２，６（居宅介護支
援）２４ページ

③アセスメントシートに記載のある課題分析
項目について、記載漏れがないようにするこ
と。なお、項目について特に記載する事項が
なければ「なし」、アセスメント時に分から
なかった項目については「不明」等の記載を
するなどして、利用者の当該項目について確
認したことが分かるように記載すること。

④利用開始時の初回の居宅サービス計画の作
成時については、解決すべき課題の把握（ア
セスメント）を行った記録はあるが、更新認
定後の居宅サービス計画作成時には、アセス
メント実施の記録及び結果の記録がなく、利
用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に
面接して、アセスメントを行ったことが確認
できない事例がある。

④居宅サービス計画作成に係るアセスメント
から個別援助計画の提出依頼までの一連の業
務については、基本的には「下関市指定居宅
介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準等を定める条例」（平成26年12月18日条例
第78号）に列挙しているプロセスに応じて進
めるべきものとなる。
よって、居宅サービス計画作成に当たって
は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその
家族に面接してアセスメントを行うこと。

【第２表】
⑤通いサービスで定期的に提供している入浴
の頻度が居宅サービス計画に記載されていな
い。

⑥従業者の訪問時の記録により入浴や排せつ
介助といった訪問サービスを提供している利
用者について、第２表に具体的なサービス内
容の記載がない。

【第２表】
⑤通いや訪問により提供するサービスのう
ち、一定期間内での回数や実施曜日等が決
まっている場合は、実施頻度を具体的に記載
すること。

⑥サービス提供実態に即してサービス内容は
漏れなく記載すること。

【

居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
】
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○報酬・加算に関すること 

 

 

 

 

 

指摘事項 指導内容

⑦前述（前ページ）の指摘事項に記載の⑤及
び⑥の事例について、小規模多機能型居宅介
護計画においても同様の現況であるため、貴
事業所で提供される小規模多機能型居宅介護
サービスの内容が明確でない。

⑦指定小規模多機能型居宅介護は、小規模多
機能型居宅介護計画に基づき、必要な援助を
行うものである。よって、援助の目標達成の
ための内容の明確化と利用者への説明責任の
観点から、小規模多機能型居宅介護で提供す
る具体的内容を記載した計画を作成し、当該
計画に基づき提供すること。また、計画作成
後においても、計画の実施状況及び利用者の
様態の変化等の把握を行い、必要に応じて変
更を行うこと。

⑧貴事業所では、小規模多機能型居宅介護
サービスと、貴法人の運営する併設等してい
る有料老人ホーム（以下、有料老人ホー
ム。）のサービスとを、包括的に提供してお
り、サービスの提供の記録も一体的に記録さ
れているが、有料老人ホーム内で提供してい
る当該小規模多機能型居宅介護サービスの内
容が、居宅サービス計画及び小規模多機能型
居宅介護計画に位置付けられていない事例が
ある。

⑧援助の目標達成のための内容の明確化と利
用者への説明責任の観点から、有料老人ホー
ム内で小規模多機能型居宅介護の訪問サービ
スとして提供するサービスについても、保険
給付対象のサービスであることがわかるよう
記載すること。
また、有料老人ホームのサービスとして入居
者に対して提供するサービスについては、保
険給付の対象とならないインフォーマルサー
ビスとして、上記と明確に区分し記載するこ
と。

【

居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
・
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画
の
作
成
】

指摘事項 指導内容

日常生活自立度の確認を主治医意見書により
行い、認知症加算Ⅰの算定要件に該当してい
ることを確認しているものの、認知症加算Ⅰ
を算定している月と認知症加算Ⅱを算定して
いる月とがある事例があった。
聴取の結果、認知症加算Ⅱについては単純な
算定誤りとのことであった。

認知症加算Ⅱについて、単純な算定誤りだ
が、結果的に算定要件に該当しない状態の利
用者に対して認知症加算Ⅱを算定しているこ
ととなる。よって、他に同様の事例がないか
自主点検し、不適正な請求については過誤調
整により自主返還すること。
なお、利用者の同意が得られる場合は、本来
算定するべきであった認知症加算Ⅰについて
過誤調整を行うことは差し支えない。

認知症加算

【

報
　
酬
・
加
　
算
】
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平成２７年度下関市介護保険サービス事業者集団指導資料《個別編》８（小規模多機能型

居宅介護）７ページより 

≪算定する際の留意事項≫ ※一部抜粋 

④ 看取り期の対応方針には、次に掲げる事項を含むこととする。 

（ア）当該事業所における看取り期の対応方針に関する考え方 

（イ）医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む。） 

（ウ）登録者等との話し合いによる同意、意思確認及び情報提供の方法 

（エ）登録者等への情報提供に供する資料及び同意書の様式 

（オ）その他職員の具体的対応等 
 
 
 
 
 
 
  

指摘事項 指導内容

看取り連携体制加算の算定の届出をしている
ものの、算定の要件となる、看取り期におけ
る対応方針を定めていない。

看取り連携体制加算の届出上の要件として、
看取り期における対応方針を定めておく必要
があるため、当該加算の算定の有無に関わら
ず、貴事業所としての看取り期における対応
方針を定めること。
なお、事業所の看取り期の利用者に対する
サービス提供を希望する利用者に対しては、
利用開始の際に、利用者又はその家族等に対
して、看取り期における対応方針を説明し同
意を得る必要があるが、対象となる事例につ
いては遅くとも看取り期におけるサービス提
供開始前には説明し、同意を得ること。
☞【参照】平成２７年度下関市介護保険サービス事
業者集団指導資料≪個別編≫８（小規模多機能型
居宅介護）６ページ

看取り連携体制加算

【

報
　
酬
・
加
　
算
】
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② 管理者や介護支援専門員を変更する場合で注意すべき点は？ 
 

人員基準において、研修の修了が要件とされている管理者や介護支援専門員

を変更する場合は、研修修了の有無を必ず確認してください。 

 
介護支援専門員が必要な研修を修了せずに配置された場合は、人員基準欠如

に該当し、減算の対象となります。 
 ただし、研修を修了した職員の急な離職等により人員基準欠如となった場合

に、新たに介護支援専門員を配置し、下関市の推薦を受けて山口県に研修の申

込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれるときは、研修を修了する

までの間は減算対象としない取扱いとしています。 
 なお、当該介護支援専門員が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常

の減算方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算が行われます。 
   
また、急な離職等ではなく、法人内の人事異動等による場合は、研修未受講

者の配置はできません。 
 
人員基準上必要な研修 
 
■小規模多機能型居宅介護事業（介護予防含む） 
代表者  認知症介護サービス事業開設者研修（開設者研修） 

管理者 
(1)認知症介護実践研修（実践者研修） 

(2)認知症対応型サービス事業管理者研修 

計画作成 
担当者 

(1)認知症介護実践研修（実践者研修） 

(2)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

※「認知症対応型サービス事業管理者研修」及び「小規模多機能型サービス等

計画作成担当者研修」を受講するためには、「認知症介護実践研修（実践者研修）」

の修了が必要です。 
 
 
 
  

・代表者交代時については、代表者交代時に開設者研修が開催されていないこ

とにより、当該代表者が開設者研修を修了していない場合、代表者交代の半

年後または次回の開設者研修日程のいずれか早い日までに修了すればよい。 
（新規指定時においては原則どおり、研修を修了していることが必要。） 

【H30.4.1改正点】 
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●指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 

（平成18年3月31日老計発第0331004号･老振発第0331004号･老老発第0331017号）第3

の四の2 （1）従業者の員数等 

②小規模多機能型居宅介護従業者  ※一部抜粋 

ヘ 宿泊サービスの利用者が１人であっても、訪問サービス対応のため、夜間及び深夜の

時間帯を通じて、夜勤１名と宿直１名の計２名が最低必要となるものである。また、宿

泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対

して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤

を行う従業者を置かないことができることとしたものである。 

   なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、主と

して登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するために配置されるものである

ことから、連絡を受けた後、事業所から登録者へ訪問するのと同程度の対応ができるな

ど、随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業

所で宿直する必要はないものである。（以下略） 

③ 夜間及び深夜の時間帯に配置すべき介護従業者の数について 
 
小規模多機能型居宅介護の人員基準においては、下関市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第８３条の規定

により、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者については、宿泊サービス利用者のための夜勤者を１以上、及び

主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するために配置する

宿直者を当該宿直勤務に必要な数以上、置かなければならないとされています。 
これは、宿泊サービスの利用者に対しては夜勤者が、その他登録者からの連

絡を受けての夜間の訪問サービスが必要になった場合には宿直者が対応するこ

とを規定したものです。 
 
 以下の解釈通知を確認し、適切な人員配置及びサービス提供をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【解釈通知】 

【確認のポイント】 

➣ 宿泊サービス利用者がいるにも関わらず、夜勤職員が訪問サービスの対応を行うことで、

事業所が従業者不在になっていないか？ 

※有料老人ホーム等の集合住宅に併設している場合は特に注意が必要です。 

➣ 夜間に訪問サービスが必要となった場合には、宿直者によって訪問サービスを提供する体

制となっているか？ 

➣ 一般の在宅からの利用者に対して夜間に訪問を要する事態が生じた場合にも、宿直者によ

って訪問サービスを提供する体制にあるか？ 
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① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

イ 「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」とは、利用者の日常生活に

おいて介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみならず、利

用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、

その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供する

指定小規模多機能型居宅介護の内容を定めたものでなければならない。 

（次ページ以降続く） 

④ 生活機能向上連携加算の算定で留意すべき事項は？ 
 
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算

（Ⅰ）及び（Ⅱ）が創設されました。（介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。） 
 
生活機能向上連携加算（Ⅰ）（１月につき１００単位）は、指定訪問リハビリ

テーション事業所等【注１】の理学療法士等【注２】の助言に基づき、生活機能の向上

を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、当該小規模多機能型居宅

介護計画に基づく提供を行ったときに、初回の当該小規模多機能型居宅介護が

行われた日の属する月に、加算します。 
 
一方、生活機能向上連携加算（Ⅱ）（１月につき２００単位）は、指定訪問リ

ハビリテーション事業所等の理学療法士等が、指定訪問リハビリテーション等

の一環として利用者宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、身

体状況等の評価（生活機能アセスメント）を共同して行い、かつ介護支援専門

員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合

に、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降３月

の間、加算します。 
 
【注１】指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設。（「リハビリテーションを実施している医

療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている

病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院で

あること。なお、病院にあっては、認可病床数が 200床未満のもの又は当該病院を中心
として半径 4㎞以内に診療所が存在しないものに限る。） 

【注２】医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【算定する際の留意事項】 
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① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

ロ イの小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事

業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提

供施設（以下、「指定訪問リハビリテーション事業所等」）の理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」。）が利用者の居宅を訪問する際に介護支援専門

員が同行する又は当該理学療法士等及び介護支援専門員が利用者の居宅を訪問した後に共

同してカンファレンス（指定居宅介護支援事業の基準に規定するサービス担当者会議とし

て開催されるものを除く。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩

行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）

に関する利用者の状況につき、理学療法士等と介護支援専門員が共同して、現在の状況及

びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

ハ イの小規模多機能型居宅介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げ

るその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならな

い。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門

員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利

用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為

を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を

用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

ホ （例示 略） 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの小規模多機能型居宅介護計画に基づき提供された初回

の指定小規模多機能型居宅介護の提供日が属する月を含む３月を限度として算定されるも

のであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき小規模

多機能型居宅介護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用者に対する指

定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であ

っても、３月間は本加算の算定が可能であること。 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療

法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言

を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適

切な対応を行うこと。 
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【関連するＱ&Ａ】 
➣ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合の、事前の調整方法について（平成

30年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.4）Ｈ30.5.29【問１】） 
➣生活機能向上連携加算（Ⅱ）における、一環として訪問することに係る具体的内容に

ついて（平成 30年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）Ｈ30.3.23【問 3】） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ヘ及びトを除き①を適用する。本加算は、

理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切

に把握した上で介護支援専門員に助言を行い、介護支援専門員が、助言に基づき①イの小

規模多機能型居宅介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標

の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを

評価するものである。 

ａ ①イの小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所等の場に

おいて把握し、又は指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員と連携してＩＣ

Ｔを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の介護支援専門員に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を

用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況につい

て適切に把握することができるよう、理学療法士等と介護支援専門員で事前に方法等を調

整するものとする。 

ｂ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、ａの助言に基づき、生活機

能アセスメントを行った上で、①イの小規模多機能型居宅介護計画の作成を行うこと。な

お、①イの小規模多機能型居宅介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの小規模多機能型居宅介護計画に基づき指定小規模多機能型居宅介護を提

供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき小規模多機能型

居宅介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性

増悪等により小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合を除き、①イの小規模多機能型

居宅介護計画に基づき指定小規模多機能型居宅介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を

算定しない。 

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、

再度ａの助言に基づき小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合には、本加算の算定が

可能である。 
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① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関

する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ ＢＭＩが18.5未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェック

リストのNo.11の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定する

こととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実

施すること。 

④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改

善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養

改善加算を算定できること。 

⑤ 栄養スクリーニング加算の算定で留意すべき事項は？ 
 
 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月

ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する

情報（低栄養状態の場合にあっては低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を、

介護支援専門員に提供した場合に、１回につき５単位を加算する、栄養スクリ

ーニング加算が創設されました。（介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。） 
 

※当該利用者について、自事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定し

ている場合には、算定はできませんのでご注意下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関連する通知】 
➣ 「居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様
式例の提示について」（平成 18年３月 31日老老発第 0331009 号） 
  

【算定する際の留意事項】 
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【関連するＱ&Ａ】 
〔Ｑ〕当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用してい

る場合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。  
 
〔Ａ〕サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態と関連性、実施時間の

実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏ま

え、サービス担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。 
（平成 30年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）Ｈ30.3.23〔問 30〕） 

 
【最近の質問から】 
〔問１〕記録の様式について、通知（前ページ末尾参照）にある様式別紙１「栄養スクリーニ

ング（通所・居宅）（様式例）」を参考にと考えているが、「血清アルブミン値」に

ついては、データ取得に困難があるため、削除した様式としてもよいか。 
 
〔答１〕使用する記録の様式については、貴見のとおり、別紙１の様式例を使用するこ

とが可能。 
ただし、ご質問の項目については、当該加算に係る留意事項通知に「血清アル

ブミン値が３．５％／ｄｌ以下である者」を確認するよう含まれているため、当

該項目を当初より一概に省略するのではなく、都度確認に努めることは必要であ

ると考える。その上で、別紙１の様式例の注釈に示されているとおり、確認でき

ない場合は空欄でも差し支えないとされているので、当該項目欄は削除せず残す

こと。なお、本市の指導水準として、確認できなかった場合に空欄とするのでは

なく、確認できなかった旨を記載するよう、運用をお願いいたしたい。 
 
〔問２〕栄養スクリーニング加算については、「当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単位数

に加算する。」とあるが、「６月に１回を限度とする。」とも明記されている。当該

利用者に対して、６月ごと月５単位だけ算定できるのか。それとも、６月ごと、そ

の月の利用回数×５単位で算定できるのか。 
 
〔答２〕本加算が算定できるのは、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態

について確認を行ったうえで、当該情報を担当介護支援専門員に提供した場合であ

る。 
当該利用者の利用回数に応じて算定できるものではないことに御注意いただき

たい。  
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⑥ 認知症加算の主治医意見書を用いる場合に留意すべき事項は？ 
 
 認知症加算の算定可否を判断する「認知症高齢者日常生活自立度」（以下、「日

常生活自立度」という。）の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見

書を用います。認定調査における主治医意見書を用いる場合は、主治医意見書

に記載される「最終診察日」が属する月の末日時点での日常生活自立度で判断

します。 
 下図の事例のように、最終診察日（＝判定日）と要介護認定の認定日の属す

る月が異なる場合においても、最終診察日の属する月の末日時点での日常生活

自立度に応じ、当該月の加算を算定することとなります。 

 
 
 
 
 

 

 

  

【事例１】 判定日と認定日の属する月が異なる場合

【事例２】 日常生活自立度Ⅲ⇒Ⅱｂになり、判定日と認定日の属する月が異なる場合

※６月分の請求を過誤して再請求

要介護２ 要介護３

要介護２（自立度Ⅲ） 要介護２

変更申請

”自立度Ⅲ”判定日

（最終診察日） 認定日

7/4 7/10 7/31 8/4
加 算 Ⅰ

7/1
判定日の属する

月（7月）から
加算Ⅰを算定

認定日

”自立度Ⅱｂ”判定日

（最終診察日） 認定終了日

6/1 6/30 7/15

判定日の属する

月（6月）から
加算Ⅱを算定

（加算Ⅰは不可）加 算 Ⅱ

6/15

【留意点】 
・判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は個別サ

ービス計画に記載します。 
・複数の判定結果がある場合は、最も新しい判定を用いるものとします。 
・医師の判定がない場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られて

いない場合を含む。）にあっては、認定調査票の日常生活自立度を用います。 
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⑦ 最近の質問から 
 
 
 
 
 
 
（答１）可能です。小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指

定訪問介護で提供される通院・外出介助（公共交通機関等での通院介助）

も含まれます。費用徴収に係る詳細は、平成２５年度下関市介護保険サ

ービス事業者集団指導資料（小規模多機能型居宅介護）３９ページを参

照してください。 
 
 
 
 
 
 
（答２）小規模多機能型居宅介護費を日割り計算により算定する場合、日割り

計算用のサービスコードがない加算（貴事業所の場合であれば看護職員配

置加算Ⅱ及びサービス提供体制強化加算Ⅰイ）については、１月分の加算

を算定することとなります。介護職員処遇改善加算については、当該月に

算定する所定単位数に加算するものであるため、日割り計算により算出し

た基本報酬の単位数及び算定する各加算を合計した単位数に加算します。 
 
 
 
 
 
（答３）小規模多機能型居宅介護サービスと精神科デイケアの併用は、可能で

す。なお、介護保険サービスと医療保険サービスの併用については、単

に給付区分の相違によるものではなく、厚生労働省告示及び通知※によ

り、判断することとなります。 
  ※「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関

連する事項等について」（最終改正；H30.3.30保医発 0330第 2号） 

問１ 車椅子使用の利用者が、病院受診をしたいが、家族の介助ができないの

で、小規模多機能型居宅介護の訪問サービスとして職員が受診の介助をす

ることはできるのですか。 

問２ 要介護３の利用者の方が、入院のため、月途中で利用終了となりました。

日割でサービス提供票を作成しましたが、加算（体制加算として、看護職

員配置加算Ⅱ、サービス提供体制強化加算Ⅰイ、介護職員処遇改善加算）

は算定していいのでしょうか。 

問３ 小規模多機能の通いサービスと精神科デイケアの併用は可能でしょう

か。（介護保険と医療保険のサービス併用は、給付区分が異なるため、家

族の希望や必要に応じて可能であると考えます。） 
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11/26

11月
12月 1月

死亡
12/2511/28

入院看取り期における

サービス開始

加算算定可能期間（上限30日間）

1月請求時に、当該加算
分のみを11月実績
（11/26、11/27、11/28の3
日）として請求することに

なります。

登録期間

12月請求時には、当該加
算を除く11月実績を通常
通り請求します。

（契約解除）

 
 
 
 
 
 

（答４）看取り連携体制加算は、死亡月にまとめて算定するものです。 
死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能で

すが、その際には、事業所においてサービスを直接提供していない入院

した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができません。 
    上記の場合であって、入院した月と死亡した月が異なる場合には、登

録者側にとっては、小規模多機能型居宅介護の登録を終了した翌月につ

いても、当該加算に係る自己負担を請求されることになります。このこ

とについては、登録者が入院する際、文書にて同意を得ておくことが必

要です。 
 【事例】１１／２８に入院し、登録を解除。１２／２５に入院先で死亡。 

当該加算については、死亡日を含めて３０日間（１１／２６～１２／２５）が加算

の算定可能期間となるが、うち１１／２９～１２／２５の間はサービスを直接提供し

ていないため加算の算定は不可。１１／２６～１１／２８の間は、遡って加算の対象

となり、１月に１１月実績として請求する。（※登録者側にとっては、登録を終了した

後にも関わらず、当該加算に係る自己負担を請求されることとなる。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

問４ 看取り連携体制加算に係る留意事項通知に「入院した月の翌月に亡くな

った場合に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担金の請求を行う

場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。」

とあるが、登録（契約）解除後に自己負担が発生する場合があるのでしょ

うか。 
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　【居宅サービス計画作成に係る居宅介護支援の業務】

１．アセスメ
ント

２．ケアプラ
ン原案作成

３．サービス
担当者会議

（照会を含
む）

４．ケアプラ
ン原案の説
明及び同意

５．ケアプラ
ンの交付

６．個別サー
ビス計画の
提出依頼

７．モニタリ
ング訪問

８．モニタリ
ングの結果
の記録

必要に応じて

ケアプラン変更を検討

１，３，４，５，７，８の

項目について、どれか

１つでも実施していな

いものがあれば、運営

基準減算となります。

⑧ 居宅サービス計画作成に係る留意点について 
 

 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行う居宅サービス計画の

作成は、下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例第９４条の規定により、居宅サービス計画の作成プロセス

においては、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行う手順に沿って行うこ

とを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「指定居宅介護支援の具体的取扱方針」に係る平成３０年制度改正内容に

ついては、以下の資料を参照の上、小規模多機能型居宅介護事業所の居宅サー

ビス計画作成においても適切に対応してください。 

☞ 平成３０年度《個別編》２（居宅介護支援）１０ページ「② ケアプラン

作成に係るケアマネジメントプロセスについて【居宅・予防】」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居宅サービス計画作成に係る一連の業務】 

(居宅サービス計画の作成) 

第９４条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居

宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介

護支援等条例※第１５条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。 

 

※下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成 26

年12月18日 条例第78号）「指定居宅介護支援の具体的取扱方針」 

居宅サービス計画の第１表から第５表の留
意点について、居宅介護支援の平成２９年
度資料を次項から添付していますので、業

務の参考にしてください。 
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済
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日
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所
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宅
サ
ー
ビ
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計
画
書
（
１
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作
成
年
月
日

年
月

日
第
１
表

・
誰
の
意
向
か
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
利
用
者
と
そ
の
家
族
の
意
向
を
区
別
し

て
、
利
用
者
『
○
○
○
』、
長
男
『△
△
△
』
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
発
言
し
た

言
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を
そ
の
ま
ま
記
載
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ま
す
。

・
家
族
の
意
向
を
記
載
す
る
際
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
誰
に
あ
た
る
の
か
分
か
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う
に
続
柄
等
を
記
載
し
ま
す
。

・要
介
護
認
定
の
結
果
が
出
て
い
な
い
場
合

の
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
暫
定
プ
ラ
ン
の

際
は
、
認
定
日
等
は
記
載
し
ま
せ
ん
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ど
こ
か
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に
「
暫
定
」
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記
載
す
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上
の
「申

請
中
」
と
合
わ
せ
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暫
定
プ
ラ
ン
で
あ
る
こ
と

が
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分
か
り
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す
い
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す
。

・被
保
険
者
証
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同
じ
項
目
に
記
載
が
な
い
場
合
は
、
確
認
し
た
こ
と
が
わ
か

る
よ
う
に
「
な
し
」
等
を
記
載
し
ま
す
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・
課
題
分
析
に
よ
り
抽
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さ
れ
た
「
生
活
全
般
の
解
決
す
べ
き
課
題
（
ニ
ー

ズ
）に
対
応
し
て
、
介
護
支
援
専
門
員
、
各
サ
ー
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ス
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当
者
が
、
ど
の
よ
う

な
チ
ー
ム
ケ
ア
を
行
お
う
と
す
る
か
記
載
し
ま
す
。

・
利
用
者
や
家
族
が
望
む
生
活
に
向
け
、
利
用
者
自
ら
が
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方
針
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分
か
り
や
す
く
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ま
す
。

・
家
族
（
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
）の
連
絡
先
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
疾
病
等

で
緊
急
事
態
が
想
定
さ
れ
る
場
合
は
、
医
師
の
了
承
を
得
て
、
医
師
の
連
絡

先
を
記
載
し
ま
す
。

・
初
回
：
当
該
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

で
初
め
て
担
当

・
紹
介
：
他
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

や
介
護
保
険
施
設
か
ら
の
紹
介

・
継
続
：
当
該
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

で
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る

※
２
つ
○
が
つ
く
場
合
も
あ
り
ま
す

・
申
請
中
：
新
規
申
請
中
（
前
回

「
非
該
当
」
と
な
り
、
再
度
申
請
し
て

い
る
場
合
を
含
む
。
）、
区
分
変
更

申
請
中
、
更
新
申
請
中
で
あ
っ
て

前
回
の
認
定
有
効
期
間
を
超
え
て

い
る
場
合

・
認
定
済
：
上
記
以
外
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※
２
　
　
「
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
事
業
者
」
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

※
１
　
　
「
保
険
給
付
対
象
か
ど
う
か
の
区
分
」
に
つ
い
て
、
保
険
給
付
対
象
内
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
○
印
を
付
す
。

サ
ー
ビ
ス
内
容

(
期
間
)

短
期
目
標

目
標

援
助
内
容

※
1

サ
ー
ビ
ス
種
別

※
2

頻
度

期
間

長
期
目
標

利
用
者
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 　
殿

生
活
全
般
の
解
決
す
べ
き

課
題
(
ニ
ー
ズ
)

(期
間
)

第
２
表

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
２
）

作
成
年
月
日

年
月

日

・短
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
内

容
の
期
間
な
の
で
、
短
期
目
標
の
期
間
を
超
え

る
期
間
を
設
定
し
ま
せ
ん
。

・
「目
標
」は
誰
に
も
わ
か
り
や
す
い
具
体
的
な
内
容
を
記
載
し
ま
す
。
抽
象
的
で
は
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
時
に
評
価
が
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

・
利
用
者
に
と
っ
て
高
す
ぎ
る
目
標
で
は
な
く
、
利
用
者
が
実
際
に
達
成
可
能
と
見
込
ま
れ
る

目
標
を
設
定
し
ま
す
。

・
「家
族
の
介
護
負
担
軽
減
」
は
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
目
的
で
あ
り
、
利
用
者
自
身
が
ど
の
よ
う

に
な
り
た
い
の
か
を
記
載
す
る
「目
標
」と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
家
族
の
介
護
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
で
利
用
者
が
達
成
で
き
る
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て
、
そ
れ
を
目
標
に
設
定
し
ま
し
ょ

う
。

・
「期
間
」は
段
階
的
に
設
定
し
ま
す
。
ま
た
、
可
能
な
限
り
利
用
者
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
和

暦
で
開
始
時
期
及
び
終
了
時
期
を
記
載
し
ま
し
ょ
う
。
終
了
時
期
が
無
記
載
で
も
良
い
場
合

は
、
利
用
者
の
状
態
が
変
わ
り
や
す
い
時
な
ど
終
了
時
期
が
特
定
で
き
な
い
と
き
の
み
で
す
。

・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
医
療

サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
家
族
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
援
助
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

サ
ー
ビ
ス
も
記
載
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・
記
載
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
第
３
表
に
も
記
載
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
整
合
が
と
れ
た
も
の
に
し

ま
し
ょ
う
。

・利
用
者
、
家
族
の
視
点
に
た
っ
て
、
い
つ
、
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
の

か
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
し
ま
し
ょ
う
。

・可
能
な
限
り
「必
要
時
」、
「
随
時
」
、
「適
宜
」と
記
載
す
る
の
で
は
な
く
、
利
用

者
が
ど
の
よ
う
な
時
に
利
用
す
る
の
か
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
導
き
出
し
た
具
体
的
な

頻
度
を
記
載
し
ま
し
ょ
う
。

・「
必
要
時
」
等
記
載
す
る
際
は
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
う
い
う
と
き
な
の
か
、
説
明

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
基
本
的
に
優
先
度
合
い
が
高

い
も
の
か
ら
順
に
記
載
し
ま
す
。

・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
を
も
と
に
、

問
題
や
課
題
を
そ
の
根
拠
と
と
も

に
「
ニ
ー
ズ
」と
し
て
導
き
出
し
て

く
だ
さ
い
。
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利
用
者
名
　
：
　

夜 　 間 深 　 夜

　
　
　
　
　
　
 
 殿

年
　
　
　
月
分
よ
り

４
：
０
０

月
火

深 　 夜 早 　 朝

水
木

金
土

日
主
な
日
常
生
活
上
の
活
動

６
：
０
０

８
：
０
０

１
０
：
０
０

午 　 前

１
２
：
０
０

午 　 後

１
４
：
０
０

１
６
：
０
０

１
８
：
０
０

２
０
：
０
０

２
２
：
０
０

２
４
：
０
０

週
単
位
以
外

の
サ
ー
ビ
ス

２
：
０
０

４
：
０
０

作
成
年
月
日

年
月

日
第
３
表

週
間
サ
ー
ビ
ス
計
画
表

第
２
表
の
内
容
（
サ
ー
ビ
ス
内
容
・
頻
度
等
）
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
何
曜
日
の
ど
の
時
間
帯
に
、
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
者

に
提
供
さ
れ
る
の
か
、
利
用
者
・
家
族
の
視
点
か
ら
見
て
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
て
記
載
し
ま
し
ょ
う
。

・
２
表
に
記
載
が
あ
る
週
単
位
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
全
て
記
載
し
ま
す
。

・
福
祉
用
具
貸
与
、
通
院
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
週
単
位
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
も
忘
れ
ず
に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
利
用
者
の
起
床
、
食
事
、
排
泄
、
就
寝
と
い
っ
た

起
床
時
間
か
ら
就
寝
時
間
ま
で
の
１
日
の
平
均
的

な
「
生
活
リ
ズ
ム
」
を
具
体
的
に
記
載
し
ま
す
。
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(
次
回
の
開
催
時
期
)

残
さ
れ
た
課
題
　

結
論

検
討
内
容

検
討
し
た
項
目

会
議
出
席
者

所
　
属
(
職
種
)

氏
名

所
　
属
(
職
種
)

氏
　
名

所
　
属
(
職
種
)

氏
　
名

日
開
催
場
所

開
催
時
間

開
催
回
数

開
催
日

年
月

利
用
者
名

殿
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
者
(
担
当
者
)
氏
名

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
要
点

年
月

日
作
成
年
月
日

第
４
表

・利
用
者
本
人
、
利
用
者
家
族
が
参
加
し
て
い
る
場
合
は
所
属
（
職
種
）
に
「本
人
」、
「
夫
」
等
の

続
柄
を
記
載
し
ま
す
。

・各
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
は
、
事
業
所
名
と
職
種
を
記
載
し
ま
す
。

・必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
資
源
が
不
足
し
て
援
助
が
で
き
な
い
場
合
、
本
人
が
利

用
を
希
望
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
ま
す
。

・次
回
の
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
開
催
時
期
、
開
催
方
針
を
記
載
し
ま
す
。

・欠
席
し
た
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
が
い
る
場
合
は
、
担
当
者
の
氏
名
、
所
属
（
職
種
）
、
欠
席
し
た
理

由
、
照
会
し
た
年
月
日
、
照
会
し
た
内
容
、
照
会
に
対
す
る
回
答
を
記
載
し
ま
す
。

・照
会
に
つ
い
て
別
の
様
式
を
活
用
し
て
記
録
を
残
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
項
目
に
記
載
は

不
要
で
す
が
、
そ
の
照
会
の
記
録
は
必
ず
本
表
と
一
体
で
保
存
し
て
下
さ
い
。

・会
議
で
検
討
し
た
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
内
容
を
記
載
し
ま
す
。

・会
議
の
結
論
に
つ
い
て
記
載
し
ま
す
。
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居
宅
介
護
支
援
経
過

利
用
者
名
:　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
者
氏
名
:　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
月
日

内
容

年
月
日

内
容

第
５
表

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
い
つ
、
誰
に
、
ど
こ
で
実
施
し
た
か
、
記
載
し
ま
す
。

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
把
握
し
た
、
利
用
者
や
そ
の
家
族
の
意
向
・
満
足
度
、
各
目
標
の
達

成
度
、
事
業
者
と
の
調
整
内
容
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
の
必
要
性
を
、
項
目
ご
と
に

整
理
し
て
記
載
し
ま
す
。

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ー
ト
を
活
用
し
て
記
録
を
残
し
て
い
る
場
合
は
、
「
別
紙
参
照
」
等
を
記
載
し

ま
す

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
以
外
に
も
、
援
助
し
て
い
く
上
で
重
要
な
情
報
を
得
た
場
合
は
、
そ
れ
に
つ
い

て
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
専
門
職
と
し
て
考
え
た
こ
と
・
分
析
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
記
載
し
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
シ
ー
ト
等
の
別
の
様
式
に
記
載
し
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。


